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主   文 

 

１ 被告は，原告に対し，７４万６６８７円及びうち別表「損害認定額」欄記載の各金員

に対する別表「納期限」欄記載の日の翌日から各支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用はこれを１０分し，その７を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。 

 

 

事実及び理由 

 

第１ 請求 

 被告は，原告に対し，１０６万６６９５円及びうち別表「期別差額」欄記載の各金員に

対する別表「納期限」欄記載の日の翌日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。 

 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，岡山県倉敷市所在の区分所有建物について区分所有権を有している原告が，

同区分所有建物の敷地について，地方税法３４９条の３の２及び同法７０２条の３が規定

する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例が適用されるべきであったのに，被告が

その適用を怠った結果，平成８年度から平成２６年度までの間，固定資産税及び都市計画

税を過納させられたと主張して，被告である同市に対し，国家賠償法１条１項に基づき，

過納金合計に相当する１０６万６６９５円及びうち別表「期別差額」欄記載の各金員に対

する各損害発生後である別表「納期限」欄記載の日の翌日から各支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 関係法令・通知等の定め 

（１）固定資産税・都市計画税に関する住宅用地の特例 

ア 土地に対して課する固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税等」という。）の課

税標準は，原則として，当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳

等に登録されたものである（地方税法〔以下単に「法」という。〕３４９条，７０２条）。 

イ 法３４９条の３の２第１項所定の住宅用地又は住宅用地のうち同条２項に規定する小

規模住宅用地（以下，それぞれ単に「住宅用地」「小規模住宅用地」という。）に対して課

する固定資産税等の課税標準は，当該土地に係る固定資産税等の課税標準となるべき価格

に次の表の割合を乗じた額である（同条１項，２項，７０２条の３第１項，２項。以下「本

件特例」という。）。 
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      住宅用地 小規模住宅用地 

固定資産税 ３分の１  ６分の１ 

都市計画税 ３分の２  ３分の１ 

 

（２）住宅用地 

ア その一部を人の居住の用に供する家屋（併用住宅）の敷地の用に供されている土地の

全部又は一部が住宅用地に該当するためには，人の居住の用に供する部分（以下「居住部

分」といい，居住部分以外の部分を「非居住部分」という。）の床面積の当該家屋の床面積

に対する割合（以下「居住割合」という。）が４分の１以上であることを要する（以下「本

件要件」という。法施行令５２条の１１第１項）。 

イ 本件要件を満たす土地について、土地上の併用住宅が地上階数５以上を有する耐火建

築物であり，かつ，居住割合が４分の１以上２分の１未満である場合は，０．５を当該土

地の面積に乗じて得た面積に相当する土地を住宅用地とする（同条２項２号ロ）。  

（３）住宅用地の認定に関する内かん・通知 

 「固定資産税にかかる住宅用地の認定について」と題する内かん（昭和４８年４月２６

日各道府県総務部長，東京都総務・主税局長宛て自治省税務局固定資産税課長内かん。乙

３）は，住宅用地の認定についての取扱いを下記（抜粋）のとおり連絡するとし，上記内

かんを廃止する平成９年４月１日付け「地方税法第３４９条の３の２の規定における住宅

用地の認定について」と題する通知（平成９年４月１日自治固第１３号各道府県総務部長，

東京都総務・主税局長宛て自治省税務局固定資産税課長通知。乙４。以下，上記内かんと

併せて「本件通知」という。）は，住宅用地の認定に際して，下記（抜粋）のとおり取り扱

うことが適当と考えるとする。 

 

       記 

 

一 住宅の認定 

 当該家屋が住宅であるかどうかの判定については，次のとおり取り扱うものとする。 

（１）ないし（４）省略 

（５）「併用住宅の共用部分については，専用部分の床面積の割合によってあん分し，それ

ぞれの専用部分に含める。」（以下，本件通知上の「共用部分」を「本件共用部分」という。） 

（４）住宅用地の申告 

ア 市町村長は，住宅用地の所有者に，当該市町村の条例の定めるところによって，当該

年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について，その所在及び面積，その上に存

する家屋の床面積及び用途，その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し

必要な事項を申告させることができる。ただし，当該年度の前年度に係る賦課期日におけ

る当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し，かつ，その申告すべき事項に
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異動がない場合は，この限りでない。（法３８４条１項） 

イ 市町村は，固定資産の所有者が法３８４条の規定によって申告すべき事項について正

当な事由がなくて申告をしなかった場合においては，その者に対し，当該市町村の条例で

１０万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる（法３８６条）。 

ウ 上記アイの規定を受けて，被告においては，住宅用地を所有する者に対し，住宅用地

の所有者の住所，氏名又は名称その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事

項について申告書を市長に提出しなければならない旨，固定資産の所有者が上記申告すべ

き事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては，その者に対し，１

０万円以下の過料を科する旨をそれぞれ定めている（倉敷市市税条例〔昭和４２年倉敷市

条例第１６１号〕８０条の２，８１条）。 

（５）固定資産の評価及び価格の決定 

ア 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は，総務大臣及び道府県知事の

助言によって，かつ，納税者と共にする実地調査，納税者に対する質問，納税者の申告書

の調査等のあらゆる方法によって，公正な評価をするように努めなければならない（法４

０３条２項）。 

イ 市町村長は，固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の

状況を毎年少なくとも１回実地に調査させなければならない（法４０８条）。 

３ 前提事実（争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認定できる事実） 

（１）当事者 

ア 原告は，土地・建物の売買，賃貸借等を目的とする株式会社（特例有限会社）である。 

イ 被告は，固定資産税等の課税主体たる市であり，固定資産税等の額の計算等の事務は，

市民局税務部資産税課の職員が担当している。 

（２）別紙物件目録記載１の建物 

ア 別紙物件目録記載１の一棟の建物（区分所有建物。以下「本件建物」といい，本件建

物の敷地を「本件土地」という。）は，昭和６０年１２月１２日築の地下１階・地上１２階

建ての複合ビルであり，店舗，診療所，会館，管理人事務室，自転車置場，機械室，事務

所，集会室，物置，物置・電気室，居宅及び駐車場の区分建物（不動産登記法２条２２号

所定の区分建物をいい，建物の区分所有等に関する法律〔以下「区分所有法」という。〕２

条３項所定の専有部分及び同法４条２項所定の規約共用部分を含む。以下同じ。）から成る

併用住宅である（甲９ないし１２，乙１２ないし１８）。 

イ 平成９年の改修工事が行われるまでの本件建物の区分建物の種類及び各階合計床面積

は，別紙本件建物概況図上部の「従前の住宅用地判定状況（概要）」に記載されたとおりで

ある。 

 本件建物の５階から１２階に居宅があり（居宅棟），うち６階から１２階までには居宅以

外の専有部分（区分所有法２条３項所定の専有部分をいう。以下，特に断らない限り同じ。）

はない。５階には，居宅棟とは別棟の駐車場棟に存する駐車場がある。この駐車場棟は，
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地上５階建てであり，月極駐車場として利用されている。 

 本件建物のうち規約共用部分は，１階の管理人事務室，自転車置場及び機械室並びに４

階の集会室，自転車置場，物置及び物置・電気室であり，いずれも居宅を専有部分とする

区分所有権者の共有に属する共用部分である（以下「本件規約共用部分」という。甲３）。 

 本件建物１階診療所（医院）の隣には，本件建物の居住者専用の出入口が存在し，同所

には門柱が設置され，各柱をつなぐアーチ状の上部には本件建物の居宅棟のマンション名

を表示する「ａ」との記載がある。そこから，奥に進んでいくと，自転車置場，エントラ

ンスホール（以下「本件エントランスホール」という。）があり，本件エントランスホール

の左手には管理人室，右奥にはエレベーターホールがある。同ホールには居住者専用のエ

レベーター（以下「本件エレベーター」という。）と居住者専用の階段（以下「本件階段」

という。）が存在し，本件エレベーターは，２階，３階，地下１階には止まらない構造・設

定となっており，地下１階部分にはエレベーターピットが設けられている。 

 また，本件建物の４階には居宅はないが，上記のとおり居宅を専有部分とする本件規約

共用部分が多く存在し，４階の本件エレベーター及び本件階段の部分と本件規約共用部分

との間には，廊下が存在している。 

 さらに，本件建物立体駐車場部分の１階には，防災センターが存在する。（甲１５，弁論

の全趣旨）。 

ウ 本件建物（一棟の建物）の登記記録上の床面積は，合計２万０１６０．１５平方メー

トル（別紙物件目録記載１の床面積の合計）であり，本件建物のうち区分建物の登記記録

上の床面積は，合計１万７１２２．０５平方メートルである。両者の差は，〔１〕前者が区

分所有法４条１項所定の法定共用部分（廊下，本件エレベーター，本件階段など）を含ん

でいるのに対し，後者がこれを含んでいないこと，〔２〕前者が壁その他の区画の中心線で

囲まれた部分の面積であるのに対し，後者が壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の面

積であること（不動産登記規則１１５条）などによる。 

 本件建物の管理規約（乙６）には，共用部分について共有持分の内訳に関する規定が設

けられており，そこには，住宅部分の専有部分の床面積は合計３８９９．９９平方メート

ル（本件建物の専有部分の合計は１万７０１３．６７平方メートル）であり，住宅部分の

専有部分全体が有する全体共用持分の共有持分の割合は０．２４１５５２であると定めら

れている（以下「本件管理規約割合」という。）。 

エ 被告（建設局都市開発部開発指導課〔昭和６０年当時〕）は，本件建物につき，パンフ

レットを作成している（以下「本件パンフレット」という。）ところ，本件パンフレットに

は，本件建物の６階より上の階が全て用途を住宅とするものであること，及び建築確認申

請の床面積（住宅５１戸分合計５７４５．５８平方メートル 建物全体の合計２万１０３

２．２３平方メートル）について記載がされていた（乙５，弁論の全趣旨）。 

オ 平成９年，本件建物の地下について，隣接する倉敷市水島体育館の利用者用の駐車場

に改修する工事（以下「本件改修工事」という。）が行われた。このとき，被告（文化産業
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局文化観光部スポーツ振興課）に本件改修工事の竣工図書（以下「本件図書」という。そ

の一部が乙９添付の図面である。）が提出された（乙１１，弁論の全趣旨）。 

カ 平成１１年ころから，被告が送付される岡山県不動産取得税課からの家屋の価格決定

通知書に，県が家屋の所有者から入手できた平面図等の資料が添付されるようになった（乙

１１，弁論の全趣旨）。 

（３）本件土地の住宅用地該当性 

ア 本件建物の区分建物のうち，居宅の専有部分と本件規約共用部分の床面積は合計４２

４０．２３平方メートルであり，居宅以外の専有部分の床面積合計１万２８８１．８２平

方メートルとの合計に占める前者の割合は，約２４．７６％である。（以下「本件旧計算方

法」という。） 

イ 本件建物について，法定共用部分のうち，５階から１２階までの部分（ただし，５階

は居宅棟の部分に限る。），本件エントランスホール，本件エレベーター，本件階段及びこ

れらと本件規約共用部分をつなぐ廊下部分も居住部分に含めると，居住部分は合計５１２

９．０６平方メートルとなる。また，これと同様の方法で非居住部分についても算出する

と，非居住部分は合計１万５０００．６９平方メートルとなる。 

 そして，残った防災センターについて，その床面積（３０．４０平方メートル）に本件

管理規約割合を乗じて得られる約７．３４平方メートルを居住部分に算入し，残りの２３．

０６平方メートルを非居住部分に算入すると，別紙本件建物概況図下部の「平成２７年度

以降の住宅用地判定状況（概要）」に記載されたとおり，居住部分の床面積は合計５１３６．

４０平方メートル，非居住部分の床面積は合計１万５０２３．７５平方メートルとなり，

総合計２万０１６０．１５平方メートルに占める居住部分の割合は，約２５．４８％とな

る。（以下「本件新計算方法」という。） 

（４）平成８年度から平成２６年度までの間の原告に対する固定資産税等の課税 

ア 原告は，〔１〕昭和６０年１２月１２日，別紙物件目録記載２，４の区分建物の所有権

を取得し，〔２〕平成１８年３月２日，同目録記載３の区分建物の所有権を取得したほか，

同目録記載５の区分建物の共有持分（持分２３６５９分の１２９２６）を取得し，〔３〕平

成２２年１２月２２日，同目録記載５の区分建物の残りの共有持分を取得した（以下，同

目録記載２～５の区分建物を同目録記載の番号を用いて「本件区分建物２」などといい，

これらのうち当時原告が所有権又は共有持分を有していたものをまとめて「本件各区分建

物」という。甲９ないし甲１２）。 

イ 被告は，平成２６年度までの間，本件旧計算方法を採用し（以下「本件取扱い」とい

う。），本件土地に本件特例を適用せずに，原告に対する課税処分をした（以下，原告に対

する平成８年度から平成２６年度までの本件各区分建物に係る課税処分を「本件課税処分」

という。）。 

 本件課税処分における年度ごとの課税額（家屋分を含む。）は，別表「課税年額」欄記載

のとおりであり，各年度の納期別徴収予定額（家屋分を含む。）及びその納期限は，別表「課
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税期別額」欄記載の額及び別表「納期限」欄記載の額である（このうち，原告が本件区分

建物５の共有者であった平成１９年度から平成２２年度までの課税年額については，本件

区分建物５全体に係る年税額・期別税額に当時の原告の共有持分に応じて按分して推計計

算し，これを他の区分建物に係る年税額に加えたものである。）。 

（５）原告の被告に対する指摘と平成２７年度からの本件取扱いの変更 

ア 原告は，被告に対し，本件区分建物４，５について，平成２６年２月４日付けで固定

資産評価審査申出書を提出し，同年３月１０日付けで，本件特例の適用が可能と思われる

が，適用されているかどうかを教えてほしい旨などを記載した固定資産評価審査申出補正

書を提出した（甲１）。 

 これに対し，被告は，同年４月１日，倉敷市固定資産評価審査委員会に対し，本件取扱

いなどを記載した弁明書（甲２）を提出し，さらに同委員会からの対応依頼を受けて，上

記弁明書を補足して，各床面積の内訳を示し，管理人事務室や集会室等は，居宅の共用部

分として居住部分に含め，駐車場は月極駐車場として利用されているため非居住部分に含

めている旨などを回答した（甲３）。 

イ 原告は，同年５月２０日付け書面をもって，被告に対し，本件取扱いは，居住者専用

の本件エレベーター，本件階段，廊下等の面積を割合計算に含めておらず，被告は登記記

録には通常存在しない規約に基づかない共用部分を建築図面から拾い出して加味する作業

を怠っているから，正しい割合計算をするよう求めた（甲４）。 

 このため，被告は，本件特例の適用につき岡山県に意見を求めたところ，岡山県からは，

本件通知によると，共用部分の床面積は原則として専用部分の床面積で按分し，それぞれ

の専用面積に含めるとされていること，居住の用あるいは居住以外の用に供することが明

らかな共用部分は按分することなくそれぞれの専用部分に含めても差し支えない旨の回答

があった（乙９）。 

 そこで，被告は，同年９月１７日付け書面をもって，原告に対し，〔１〕本件土地に本件

特例を適用していない理由として，本件通知に適合した計算方法（本件旧計算方法）を採

用している旨述べる一方，〔２〕原告の指摘を受けて，本件特例の再確認を行い，自転車置

場，機械室等の居宅部分所有者による区分建物共用部分を居住部分に含めることとし，ま

た，居住の用のみに供する共用部分，居住以外の用のみに供する共用部分については按分

することなくそれぞれの専用部分に含め，図面により精査・計算した結果，本件建物の居

住割合が２５．４８％となることを確認した（本件新計算方法）として，平成２７年度か

ら本件土地に本件特例を適用することが適当であると考えている旨回答した（甲５）。 

ウ 被告は，原告に対し，本件土地の平成２７年度の固定資産税等について，本件特例を

適用した税額を課する旨の課税処分をした（甲６，７）。また，被告においては，原告の指

摘を受けて，平成２７年度から事務取扱いを見直し，登記記録から併用住宅の居住割合が

４分の１以上になる可能性が認められる場合には，当該併用住宅の建築図面の提供を求め，

当該図面や当該併用住宅に係る規約等に基づいて共用部分の利用区分を判断して，居住割
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合を算出することとした（乙９，弁論の全趣旨）。 

エ 被告は，現在に至るまで，本件課税処分の全部又は一部を取消しておらず，別表「年

差額」欄記載の金員について，過誤納金還付等により原告に返金する手続もとっていない

（弁論の全趣旨）。 

４ 争点 

（１）国家賠償法上の違法性・過失 

（２）損害額 

５ 争点に対する当事者の主張 

（１）争点（１）（国家賠償法上の違法性・過失）について 

（原告の主張） 

 以下のとおり，被告は，正確な居住割合を用いて本件特例の適用の有無を判断すべきで

あったのに，本件通知の解釈を誤り，登記記録のみに依拠して図面や現況に基づかずに居

住割合を算出し，職務上通常尽くすべき注意義務を果たすことなく漫然と仕事をした。被

告が本件特例の適用を誤ったことは，課税の公平を実現すべき立場にある被告の過失であ

る。 

ア 本件建物のうち登記されていない部分には専用部分と共用部分があり，本件通知によ

って按分の対象となるのは後者のみである。ところが，被告は，本件通知の適用に当たっ

て専用部分と共用部分の区別を現況に基づいて判断することなく，専用部分を「登記され

ている専用部分」，共用部分を「登記されていない共用部分」と勝手に読み替えた上，住宅

の専用部分に該当する本件エレベーター，本件階段及び本件エントランスホール等につい

ても共用部分とみなして計算していた。 

 一般的には併用住宅の共用部分は専用部分の床面積の割合に応じて利用されていると考

えられるとしても，本件建物のように特殊で大規模な併用住宅について，登記されていな

い部分の全てを按分対象である共用部分とみなして本件特例適用の有無を判定することは

誤りである。 

 被告は，原告が指摘するまで本件特例における居住割合の正しい計算方法を知らなかっ

た可能性がある。もしそうなら，賦課課税方式である固定資産税について税額を計算確定

する立場である課税側の職務怠慢である。 

イ 被告は，固定資産税等の評価の資料とするため，本件建物建築直後に納税者から入手

し，又は本件建物の評価を行った岡山県から入手するなどして本件建物の図面を所持して

いたはずであり，仮に入手していなかったとしても岡山県に要求すれば容易に入手できた

はずである。被告は，これらの図面を基に本件建物の居住割合を算定すべきであったのに，

これを怠った。 

ウ 住宅専用の本件エレベーターの存在は，図面からだけではなく，本件建物建築後に行

われた評価額決定時の実地現場確認においても一目瞭然であった。このときに，居住割合

を計算することはさほど困難とは思われず，たとえ困難であったとしても，課税の公平の
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見地から当然行うべき職務であった。 

エ 被告の仕事の手順として，ひとまず登記されている専用部分により居住割合を計算し

て住宅用地の判定を仮に行うことは構わないが，その割合が本件における２４．７６％と

いうように本件特例が適用される２５％に近い数字になった場合には，本件建物の図面を

取得し又は現場を確認するなどして正確な計算をすべきであったのに，被告はこれを怠っ

た。 

（被告の主張） 

ア 原告の主張は，否認ないし争う。 

イ 本件通知に従って算出すると，本件建物の居住割合は４分の１未満であるから（本件

旧計算方法），本件土地に本件特例の適用はなく，固定資産税等の計算に誤りはない。 

 被告は，登記されている専有部分（規約共用部分を含む。以下「登記専有部分」という。）

を居住部分と非居住部分に区別し，それぞれの床面積の割合をもって居住部分の割合を算

出してきた。また，登記されていない共用部分については，本件通知に従って，登記専有

部分の床面積の割合によって居住部分と非居住部分を按分しているため，結果的に，登記

されていない共用部分の居住部分の割合は，登記専有部分の床面積の割合によって求めた

居住部分の割合と同じとなるものの，居住割合の判断においては，登記されていない共用

部分についても考慮している。 

 被告は，平成２７年度から区分所有建物の併用住宅における居住割合の算出方法を見直

したが，これは平成２６年度までの居住割合の算出方法が誤っていたからではなく，より

実情に合った算出方法を適用することとしたというものにすぎない。 

ウ 仮に，本件土地に本件特例の適用があり，固定資産税等を過大に課税していたとして

も，被告は本件通知に従って計算した結果，本件特例の適用がないと判断したものである

から，被告に過失はない。 

 一般的に，共用部分は，登記専有部分の居住部分や非居住部分の割合に応じて利用され

ていると考えられるから，本件取扱いには合理性がある。これまでに本件通知の内容自体

が誤っていると判断した裁判例，学説，文献等はなく，平成２６年３月まで原告から特段

の異議の申出もなかった。被告が岡山県に本件取扱いについて問い合わせた際も，本件取

扱いが誤っているとの助言は受けなかったし，被告と同様，本件取扱いによっている中核

都市も存在する。 

 また，担当職員が現地を訪問し，登記されていない共用部分の全てについて建築図面等

と現況とをその場で照らし合わせながら，居住部分に含まれるか非居住部分に含まれるか

を確認した上で，居住割合を算出するという方法は，限られた人数の職員が，一般の家屋

等の評価に加えて，併用住宅の居住割合を算出しているという事情の下では困難であり，

実際にこのような方法をとろうとしても，床面積を正確に測定することは技術的に不可能

であるから，併用住宅の居住割合の算出に当たっては，登記記録に基づいて判断すること

が合理的である。 
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 昭和６０年の本件建物竣工時に，本件建物の評価をしたのは岡山県の担当者であり，被

告の担当職員は本件建物の評価をしていない。また，被告は平成２６年に居住割合の算出

方法を見直すまでは，本件建物の共用部分について実際の利用区分を判断できる図面を有

していなかった。 

 したがって，被告による課税は何ら違法の評価を受けるものではなく，被告には過失も

認められない。 

（２）争点（２）（損害額）について 

（原告の主張） 

 原告が，本件土地について本件特例の適用を受けられなかった結果，平成８年度から平

成２６年度までの間に支払った固定資産税等の過納金額は合計１０６万６６９５円に上る。

期別の過納金額は，別表「期別差額」欄記載のとおりである。 

（被告の主張） 

 平成８年度から平成２６年度までの間に原告に対し現実に課税した税額と，本件特例を

適用した場合の税額の差額が合計１０６万６６９５円であることは認める。 

 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（国家賠償法上の違法性・過失）について 

（１）本件土地に対する本件特例の適用の可否 

ア 前記前提事実（３）イのとおり，本件新計算方法によれば，本件建物の居住割合は４

分の１を超えるから，本件土地は本件要件を満たしているといえる。そして，本件新計算

方法は，平成９年頃に作成された本件図書に依拠するものではあるが，証拠上，本件改修

工事前後に本件建物の居住部分と非居住部分の割合が変化したことをうかがわせるような

事情は見当たらない。 

 したがって，平成８年度から平成２６年度までの間，本件土地は本件要件を満たしてい

たのであるから，前記第２の２（２）イに該当する本件土地については，本件土地の面積

の２分の１に該当する土地について，本件特例を適用すべきであったと認められる。 

イ 被告は，前記第２の５（１）被告の主張イのとおり，本件取扱いは本件通知に従った

ものであり，本件課税処分に誤りはない旨主張する。 

 しかし，前記第２の２（３）のとおり，本件通知は，「併用住宅の共用部分について専用

部分の床面積の割合によって按分し，それぞれの専用部分に含める」とするものであると

ころ，この「専用部分」とは，通常，区分所有法上の「専有部分」と異なり，特定の目的

だけに使用される場所を意味するものであるから，専有部分の床面積による按分は、本件

通知の解釈を誤るものといわざるを得ない。 

 また，本件通知は，区分所有建物のみを対象とするものではないから，そもそも本件共

用部分を区分所有法上の共用部分と同義とは解し得ない上，併用住宅における共用部分に

は，〔１〕居宅のような居住部分のみが利用する共用部分，〔２〕店舗のような非居住部分
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のみが利用する共用部分，〔３〕居住部分と非居住部分のいずれもが利用する共用部分が存

するところ，居住部分の床面積と非居住部分の床面積で按分する必要があるのは，〔３〕の

共有部分についてのみである。そして，前記前提事実（２）イのとおり，本件で上記〔３〕

に当たるのは防災センター（３０．４０平方メートル）のみであるから，本件通知に従え

ば，この防災センターの床面積に関する部分についてのみ按分することになるはずである。  

 さらに，前記前提事実（２）イのとおり，本件建物の６階から１２階までは居宅しか存

在していないから，これらの階に存在する法定共用部分（廊下，階段，エレベーター等）

は居住の用にしか供されていないことは明らかであるにもかかわらず，本件取扱いは，こ

のような法定共用部分についても，法定共用部分の利用状況が登記記録上明らかでないと

いう一事をもって，一律に按分の対象とし，その一部を非居住部分に加算するというもの

であり，その合理性に疑念があるといわざるを得ないところ，本件通知がこのような取扱

いをも許容していることを認めるに足りる証拠はない。 

 以上のとおり，本件取扱いは，本件通知の解釈・適用を誤るものであり，これを前提と

する本件課税処分に誤りがない旨の被告の主張は採用し得ない。 

（２）本件課税処分の国家賠償法上の違法性・過失 

ア 前記（１）のとおり，平成８年度以降，本件土地について本件特例を適用すべきであ

ったのであるから，本件課税処分は，固定資産税等を過大に賦課・徴収するものであった

といえる。しかしながら，そのことのみをもって，直ちに国家賠償法１条１項にいう違法

があったとはいえず，上記違法があったか否かは，本件特例の適用に関して，職務上通常

尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と賦課・徴収したと認め得るような事情がある

か否かにより判断するのが相当である（最高裁平成元年（オ）第９３０号，第１０９３号

同５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６３頁参照）。 

イ そこで，検討するに，前記前提事実（３）アのとおり，本件建物について，登記記録

上から判明する情報のみで算定した居住割合は約２４．７６％という本件要件の４分の１

に極めて近い数字であり，また，前記前提事実（２）エのとおり，被告が作成保管してい

る本件パンフレットに記載されている住宅部分の床面積は，建築確認申請時の数字ではあ

るものの，本件建物全体の床面積の４分の１を超えるもの（約２７．３２％）であった。

そうすると，固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の実地調査等の義務を

定める法４０３条２項の趣旨に鑑みれば，本件建物のように，居住割合が４分の１を超え

ているのではないかとの疑いが生じる場合には，安易に登記記録上の情報のみに依拠する

ことなく，図面の検討や実地調査など更なる調査をすべきであったといえる。 

 そして，前記前提事実（２）イのとおり，５階から１２階までの居宅部分は，構造上，

それ以外の部分と明確に区別され，居宅部分専用の本件エレベーターと本件階段が設けら

れているという本件建物の構造・利用状況及び本件新計算方法による被告の認定結果等か

らすれば，本件建物は防災センターを除いて，居住の用に供する部分とそれ以外との部分

を容易に判別することが可能な構造の建物であると認められるから，仮に手元に詳細な図
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面がなくとも，本件図書のような図面を入手したり，簡易な実地調査をすれば，居住割合

が４分の１を超えることが容易に認識できたものといえる（なお，被告は，駐車場につい

ては月極駐車場である旨，登記記録に基づかない情報を認定できている。）。また，前記前

提事実（２）オのとおり，被告は，部署は異なるものの平成９年以降本件図書を保管して

おり，平成２６年に原告からの抗議を受けて，本件建物の利用状況について調査をした際

には容易に本件図書を入手して検討を始めていることからすれば，被告において本件図書

を入手して検討することに特段の支障もなかったものと認められる。 

 しかしながら，被告は，本件建物について，図面を入手して検討したり，簡易な実地調

査をしたりするなどの調査を尽くすことなく，本件通知の解釈を誤り，単に登記記録上の

情報のみをもって本件土地に本件特例の適用がないと判断していたものであるから，被告

は，本件課税処分をするにあたり，職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然

と賦課・徴収したものといわざるを得ない。 

 したがって，被告による本件課税処分は，別表「特例適用後年額」欄記載の額を超える

分について，国家賠償法１条１項の適用上違法であり，かつ，この違法につき，被告の市

長又は担当職員の過失も認められる。 

ウ これに対し，被告は，前記第２の５（１）被告の主張ウのとおり，被告に過失はない

と主張する。 

 しかし，一般的に共用部分は登記専有部分の居住部分や非居住部分の割合に応じて利用

されている旨の被告の主張，本件取扱いによっている中核都市も存在するという旨の被告

の主張は，いずれも認めるに足りる証拠はない。 

 また，固定資産税等においては，申告納税方式ではなく賦課課税方式が採用されている

から，被告には，住民が前記第２の２（４）の申告をしない場合でも，当該住民に対し本

件特例の適用の有無を調査すべき義務があることや，岡山県の回答は，前記前提事実（５）

のとおり，本件通知の解釈を伝えたものにすぎず，本件取扱いを是認するものではないこ

とからすれば，原告からの異議がなかったことや岡山県の回答を理由とする被告の主張は

いずれも採用し得ない。 

 さらに，本件特例適用の判断に当たって重要なのは居住割合が４分の１を超えるか否か

というものであり，当該目的に必要な範囲で算定が可能であれば足りるところ，平成２７

年度以降は，現に本件建物について図面及び登記関係書類を基に，居住割合が４分の１を

超えるか否かの算定をすることができていること（乙９）に照らせば，技術的に算定が不

可能であるなどと評価することはできず，担当職員の人数が限られている旨の主張も採用

できない。 

 加えて，本件特例の適用の有無を判定する際に建築図面が有益な判断資料である以上，

被告としては建築図面を収集すべきであるから，県から建築図面の提供を受けていないこ

とが，被告の調査義務を軽減する事情と認めることはできない。 

 そして，その他の被告の主張も，前記認定判断を左右するに足りるものではない。 
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 したがって，被告に国賠法上の責任がない旨の被告の主張はいずれも採用し得ない。 

２ 争点（２）（損害額）について 

（１）原告は，別表「納期限」欄記載の日までに，これに対応する別表「課税期別額」欄

記載の金員を納付している（弁論の全趣旨）。しかし，本件新計算方法によれば，本件建物

の居住割合は４分の１以上であり，また，本件土地は，住宅用地のうちの小規模住宅用地

に該当するため，小規模住宅用地の特例が適用されることになる。 

 本件土地の面積の２分の１に相当する土地に上記特例を適用した場合における原告に対

する平成８年度から平成２６年度までの間の年度ごとの税額（家屋分を含む。）は，別表「特

例適用後年額」欄記載のとおりであり（このうち平成１９年度から平成２２年度までにつ

いては，前記前提事実（４）イと同様の方法により算出した。），本件取扱いによる本件課

税処分との差額は，別表「年差額」欄記載のとおりであり（合計１０６万６６９５円），こ

れを納期別に振り分けると，各差額は，別表「期別差額」欄記載のとおりとなる（争いが

ない）。 

（２）原告は，平成２６年２月に至るまで，本件土地について本件特例の適用がある旨を

申告したことはなかった（甲３，弁論の全趣旨）。 

 そうすると，原告にも損害の発生・拡大につき過失があると認められ，本件においては，

前記過失の内容・程度に加え，被告の注意義務違反の程度など諸般の事情を考慮し，原告

につき３割の過失相殺をするのが相当である。 

 したがって，損害元本は，合計７４万６６８７円（＝約１０６万６６９５円×７割）と

なる。 

３ 結論 

 よって，原告の請求は，別表「損害認定額」欄記載の各金員の合計である７４万６６８

７円及びうち上記各金員に対する別表「納期限」欄記載の日の翌日（原告の附帯請求に係

る起算日）から支払済みまでの遅延損害金の請求をする限度において理由があるから，主

文のとおり判決する。 

 

徳島地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 川畑公美 裁判官 村瀬洋朗 裁判官 平山裕也 
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（別紙）物件目録 

１（一棟の建物の表示） 

所在 倉敷市α×番地×× 

建物の名称 ｂビル 

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付１２階建 

床面積   １階 ３３９２．５０平方メートル 

      ２階 ３４６３．７６平方メートル 

      ３階 ３５６９．２０平方メートル 

      ４階 １６０７．５２平方メートル 

      ５階 １５３７．４２平方メートル 

      ６階  ５９７．６９平方メートル 

      ７階  ５９７．６９平方メートル 

      ８階  ５９７．６９平方メートル 

      ９階  ５２６．８５平方メートル 

     １０階  ５２６．８５平方メートル 

     １１階  ５２６．８５平方メートル 

     １２階  ４３６．５１平方メートル 

    地下１階 ２７７９．６２平方メートル 

（敷地権の目的である土地の表示） 

土地の符号 １ 

所在及び地番 倉敷市α×番×× 

地目 宅地 

地積 ４８９８．４７平方メートル 

２ 上記１のうち， 

（専有部分の建物の表示） 

家屋番号 α×番××の× 

種類 店舗 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 

床面積 １階部分 １２９．０７平方メートル 

（敷地権の表示） 

土地の符号 １ 

敷地権の種類 所有権 

敷地権の割合 １００万分の１８１９７ 

３ 上記１のうち， 

（専有部分の建物の表示） 

家屋番号 α×番××の× 
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種類 店舗 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 

床面積 １階部分 ３７．８２平方メートル 

（敷地権の表示） 

土地の符号 １ 

敷地権の種類 所有権 

敷地権の割合 １００万分の５３７７ 

４ 上記１のうち， 

（専有部分の建物の表示） 

家屋番号 α×番××の×× 

種類 会館 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 

床面積 １階部分 ３７２．０９平方メートル 

（敷地権の表示） 

土地の符号 １ 

敷地権の種類 所有権 

敷地権の割合 １００万分の４１３１９ 

５ 上記１のうち， 

（専有部分の建物の表示） 

家屋番号 α×番××の×× 

種類 会館 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 

床面積 １階部分 ２１１．６１平方メートル 

（敷地権の表示） 

土地の符号 １ 

敷地権の種類 所有権 

敷地権の割合 １００万分の２３６５９ 
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